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建設発生土の民間受入施設登録申請及び審査要領

１ 目的 

 県が発注する建設工事（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項に規定する

建設工事をいう）に伴って発生する建設発生土の有効利用と適正処理を推進することを

目的とし、適正かつ安全な建設発生土の民間常設ストックヤード（※１）及び民間常設受入

施設（※２）（以下「民間受入施設」という）を、指定処分地の候補として「島根県建設発

生土常設受入施設一覧表」（以下「受入施設一覧表」という）に登録することとする。

（※１）民間常設ストックヤードとは、建設発生土を受入れ、埋土等により跡地利用において有効

利用されるとともに、受入土砂を再利用土として搬出できる機能を持つ民間の有料常設

施設を指す。

（※２）民間常設受入施設とは、建設発生土を受入れ、埋土等により跡地利用において有効利用さ

れる民間の有料常設施設を指す。

２ 民間受入施設の登録申請 

 島根県各県土整備事務所（局）（以下「地方機関」という）が、適正かつ安全な建設発

生土の民間受入施設を、指定処分地の候補として受入施設一覧表に登録するにあたり、登

録を受けようとする者（以下「事業者」といい、個人、協同組合、協会、共同企業体、法

人を指す）は、登録申請書を提出するものとする。登録申請書には下記（４）の要件を満

たすことを証明する書類（別添：「建設発生土民間受入施設登録に係る申請者要件審査書

類一覧表」（以下「要件審査書類一覧表」という）で示す書類）及び、事業計画内容等を

記載した、建設発生土の民間受入施設としての登録に必要な書類（別添：「建設発生土民

間受入施設登録申請書類一覧表」（以下「登録申請書類一覧表」という）で示す書類）を

添付し民間受入施設の所在する各地方機関の長へ提出する。

（１）登録の対象

 受入料金を徴する民間受入施設で、「島根県土地利用対策要綱」（昭和 60 年 4 月 1
日島根県告示第 330 号）（以下「県土地要綱」という）第２条第１項（１）に該当し、

第６条に規定する開発協議を行い、第８条に規定する土地利用調整会議を経て必要な

許可等を得た、若しくは許可を得る見込みが確実である民間受入施設を本登録制度の

対象とする。

 但し、公共事業の動向並びに既存登録受入施設の残容量等により、新たに登録をしな

い場合もある。

（２）登録申請を必要としない受入施設

１）地方公共団体が出資し、民法 34 条に基づき設立され、主務官庁が許可した社団法人

または財団法人が、事業計画について「県土地要綱」第６条に規定する開発協議を行

い、第８条に規定する土地利用調整会議を経て必要な許可を受け、直接管理運営する受

入施設。

  また、工事間利用として扱う場合も、本要領においては登録しない。
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（３）登録申請を必要する受入施設

２）上記（２）以外の受入施設。

  なお、地方公共団体が事業者であっても、管理運営を民間で行っている受入施設は、

本要領に基づく登録申請を必要とする。

（４）事業者等の要件

１）事業者の要件

① 事業者と工事施行者、管理者が異なる場合は、事業者が代表して事業計画の履行

の保証をするものであることを証明すること。

② 事業者（協同組合、協会、共同企業体の場合は構成するすべての個人、法人を含

む）は、建設業法第８条の各号に規定する欠格要件及び、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号）（以下「廃棄物処理法」

という）第１４条第５項第２号に規定する欠格要件を基本とした、（様式３）に規

定する要件に該当しないこと。

③ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

２）工事施行者の要件

① 建設発生土の民間受入施設登録申請で、施設を開設するまでの造成工事を行う者

（以下「工事施行者」といい、協同組合、協会、共同企業体の場合は構成するすべ

ての個人、法人を含む）は、建設業法第５条、又は第１５条に規定する建設業の許

可を受けていること。

３）管理者の要件（事業者が管理をしない場合）

① 建設発生土の民間受入施設登録申請で土砂の搬入、搬出に係る管理や現場施設等

の管理運営を行う者（以下「管理者」といい、協同組合、協会、共同企業体の場合

は構成するすべての個人、法人を含む）は、建設業法第８条の各号に規定する欠格

要件及び、廃棄物処理法第１４条第５項第２号に規定する欠格要件を基本とした、

（様式３）に規定する要件に該当しないこと。

② 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

４）法令等の許可による事業者等要件の適格判断

 事業者及び管理者は、当該登録申請時に以下の許可を両方受けている場合、若しく

は、いずれかの許可を受け継続して５年以上が経過していることが証明できる場合に

は、許可書の写しを添付することで適格と判断できるものとする。

①建設業法第５条、又は第１５条に規定する建設業の許可。

②廃棄物処理法第１４条第６項に規定する産業廃棄物処理業の許可。

（５）登録基準

１）事業計画審査基準

 登録申請書が適正に表現され、事業計画が必要事項を満足し、必要書類が添付され

ていること。
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①県土地要綱に基づく開発協議が実施され開発協議通知書の指導事項への対応がな

されていること。

●開発協議書（写し）の添付

●開発協議通知書（写し）の添付

●開発協議通知書の指導事項への対応書類（写し）の添付

②事業区域が適正に表現されていること。

●位置の表示、面積

③事業費及び資金計画が適正に表現され計画が妥当であること。

●事業費及び資金計画

④受入施設の構造計画・施設管理計画が適正に表現され計画が妥当であること。

●受入施設計画容量

●土工基準

●盛土方法及び数量計算

●防災措置・安全対策計画

イ 土砂流出対策（沈砂池の有無、沈砂池の形状等）

ロ 排水対策（施設計画、排水系統、流域計算等）

ハ 法面の保護対策（盛土安定計算、構造物の構造計算の有無）

ニ 不法投棄対策

⑤建設発生土の搬入計画、再利用土の搬出計画が適正に表現され計画が妥当であるこ

と。

●搬入搬出計画にあたっての土質区分基準は、「発生土の利用基準」（平成 18 年

8 月 10 日付け国土交通省国官技第 112 号、国官総第 309 号、国営計第 59 号)
で示す土質区分（第○種建設発生土）を用いること。

●受入計画

（期間、時間、受入基準、受入方法、通行台数、価格・要素、土量管理方法）

●搬出計画（ストックヤード計画の場合のみ）

（期間、時間、搬出基準、搬出方法、通行台数、価格・要素、土量管理方法）

●周辺道路の整備状況

●道路の汚れ対策

●ストックヤードの土砂の分別・搬出計画（ストックヤード計画の場合のみ）

●大気汚染防止法（昭和 43 年 6 月 10 日法律第 97 号）第１８条第１項の規定に

よる届出がなされていること。（ストックヤード計画の場合のみ）

⑥地域住民等の同意状況が適正に表現され同意が得られていること。

●地域住民への事業計画説明状況

●同意書（写し）の添付

⑦必要図面が添付され、必要事項が記入されていること。

●必要図面の添付。

⑧確約書（様式５）により以下の項目が確約されること。

●民間受入施設において、土砂の崩落、流出等の事故が発生した場合、事業者の責

任で速やかに対策を行うとともに、関係機関等に連絡すること。

●民間受入施設周辺に汚濁水、流出土砂等による影響があった場合、事業者の責任
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で速やかに対策を行うとともに、関係機関等に連絡すること。

●民間受入施設外の道路について、次のとおりの対応をとること。

イ 土砂搬入搬出により受入施設外の道路が汚れた場合、清掃等は事業者の責任

において行うこと。

ロ 国・県道等から民間受入施設に至る道路について、土砂搬入搬出による周辺

への被害、周辺からの苦情等への対応は事業者の責任において行うこと。

●現地審査及び現地パトロールの実施において全面的に協力すること。

⑨計画審査にあたっては、別紙、建設発生土民間受入施設の登録に関する判断基準チ

ェックリストを作成し審査する。

⑩受入料金は次のとおりとする。

●土地造成については無料とする。なお、開発協議書における開発協議の概要の如

何にかかわらず、受入料金の設定上、次の場合は土地造成として取り扱う。

イ 公道に接していて、残土受入後、容易に転用できると判断される場合

ロ 周辺の宅地化が進んでおり、容易に宅地になると判断される場合

●土地造成以外は、必要経費等（整地作業、積込み作業、防災対策、環境対策等の

経費等）を計上することができる。

２）現地審査基準

 民間受入施設が事業計画と適合し、計画が妥当であること。 

①民間受入施設が次の要件を満足し、問題がないこと。

●登録申請の受入施設表示看板が設置され、事業範囲が杭等の目印により、判別で

きること。

●受入施設の出入り口が、柵や施錠により外部からの侵入が制限されていること。

●受入（搬出）時期は、随時可能であること。

●建設発生土搬入後の受入施設の整地は、事業者で対応できること。

●ストックヤードの場合、搬出予定土砂が分別されていること。

●建設発生土を資材として搬出する際、ダンプトラックへの積込みは事業者で対応

できること。

●土砂の崩落又は流出による二次災害が、隣接地・周辺地域において生じないよう

地盤改良、擁壁の設置等安全上必要な措置がなされていること。

●受入施設の雨水が適正に排出できるよう、受入施設及びその周辺に汚濁水、流出

土砂等による被害が生じないような規模及び構造の排水路･沈砂池･沈殿池･調整

池その他の排水施設が設置されていること。

●受入施設外の道路を汚さないよう必要な措置がなされていること。

●受入施設内の道路は、大型ダンプトラック（１０ｔ車）が通行するのに十分な幅

員が確保されていること。また、受入地内の交通を支障なく処理し、受入施設外

の道路の機能を阻害することなく、かつ、受入施設外と接続してこれらの道路の

機能が有効に発揮されるよう設計されていること。

●国・県道等から受入施設に至る道路は、大型ダンプトラック（１０ｔ車）が周辺

の環境及び他の交通に支障なく通行できるよう幅員等が確保されていること。

●産業廃棄物が混入されていないこと。
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●採石場等の採取跡地に建設発生土を処分していないこと。

 この場合における採石場の採取跡地とは、採石法の許可を受け同法の廃止手続が

なされていない岩石採取場及び砂利採取法の許可を受け同法の廃止手続がなさ

れていない砂利採取場のことをいう。

※採石場等の採取跡地に建設発生土を処分する場合は、無償受入の場合のみであ

るとともに、発生土の受入が採石法及び砂利採取法の採取計画と合致している

ことを確認する必要がある。

●受入施設の土工基準（盛土高、法面勾配、小段幅等）が「道路土工－施工指針」

（（昭和６１年１１月）（社）日本道路協会）に合致していること。異なる基準

を用いている場合は、安定計算等により盛土の安定が確認されていること。

②現地審査にあたっては、建設発生土民間受入施設の現地審査票（様式１０）を作成

し審査する。

（６）民間受入施設の登録申請書

 事業者が提出しなければならない建設発生土民間受入施設登録申請書は（様式１）及

び事業者等の要件に関する項目（様式２、２－２、２－３）とし、添付書類は、「登録

申請書類一覧表」及び「要件審査書類一覧表」による。

（７）民間受入施設の変更登録申請書

 民間受入施設の登録申請書の記載事項に変更（面積、容量、事業者要件等）が発生し

た時点で、変更申請書を民間受入施設の所在する各地方機関の長へ提出すること。

 なお、変更申請書は（様式１）及び事業者等の要件に関する項目（様式２、２－２、

２－３）の変更に係る様式とし、添付書類は、「登録申請書類一覧表」及び「要件審査

書類一覧表」の変更に係る書類とする。

（８）登録申請書の提出部数

 登録申請書の提出部数は２部とする。

３ 民間受入施設の審査及び登録 

（１）計画審査及び現地審査（地方機関）

 各地方機関は、民間受入施設の登録申請書、変更申請書を受け付けた場合、別紙「建

設発生土民間受入施設の登録に関する判断基準チェックリスト」（以下「チェックリス

ト」という）及び現地審査票（様式１０）により、速やかに計画審査及び現地審査を行

う。

 また、提出書類についても、内容（事業者要件・関係許可書等）を審査し、必要に応

じて、事業者の指導を行うとともに現地審査による指導を行うものとする。なお、採石

場の採取跡地に残土を処分する場合は、登録の対象としない。

（２）受入施設一覧表への登録（地方機関）

 各地方機関の長は、計画審査及び現地審査結果をもとに、別紙チェックリストにより

適正で安全な民間受入施設と判断した場合は、島根県土木部技術管理課と協議の上、受
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入施設一覧表への登録を決定する。

 登録期間は３年間とする。

 受入施設一覧表へ登録決定を行った場合は、速やかに島根県土木部技術管理課へ報

告する。

（３）登録通知（地方機関）

 民間受入施設の登録申請書により提出された書類を審査した結果、適正で安全な受

入施設と判断した場合には登録通知書（様式７）を事業者に送付する。

（４）受入施設一覧表へ登録した施設の公表

 受入施設一覧表に登録した施設については、島根県土木部技術管理課のホームペー

ジ上で公表する。

４ 登録施設の残容量等の報告及び現地パトロール 

（１）登録施設の残容量等の報告

 登録施設の事業者は、受入のみの場合は１月末及び７月末の状況を翌月の７日まで

に、ストックヤードの場合は奇数月の末の状況を翌月の７日までに、①及び②により

に、地方機関の長に報告しなければならない。

①残容量及び搬出可能量（様式１１）

②受入・搬出実績（様式１２）

（２）登録受入施設のパトロールの実施

 各地方機関は、次のとおり所管の登録施設をパトロールし、パトロール調査票（様式

１０）により適正な受入施設であるかを確認する。不備がある場合には登録の取り消し

を含め必要な措置を講ずるものとする。

①定期パトロール  年２回（原則として２月及び８月）実施する。

・基本的に、（１）の報告を基にして行う。

・２月については、管理状況が特に良好でありパトロールが不

要であると地方機関の長が認める場合は、省略することがで

きる。

②臨時パトロール  必要に応じて実施する。

（３）パトロール等の報告

 各地方機関の長は、（１）及び（２）の結果を、遅滞なく島根県土木部技術管理課へ

報告するものとする。

５ 継続登録申請 

（１）継続登録申請

 受入施設一覧表に登録されている民間受入施設の事業者は、認定年度から３年目と

なる年度の１月末に、民間受入施設の登録申請書の記載事項を再確認して、継続申請書

を民間受入施設の所在する各地方機関の長へ提出すること。
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 なお、継続申請書は（様式１）及び事業者等の要件に関する項目（様式２、２－２、

２－３）とし、添付書類は、「登録申請書類一覧表」及び「要件審査書類一覧表」によ

る。

 また、事業者等要件において、本要領２（４）４）①②に該当し、その許可証の写し

により適格としている者で、当該登録期間中に①②の有効期間が切れる場合は、①②の

有効期間中に更新した①②の許可証の写しを（様式９）により、事業者は地方機関の長

へ提出すること。

（２）審査（地方機関）

 各地方機関は、民間受入施設の継続申請書を受け付けた場合、現地審査票（様式１０）

により速やかに現地審査を実施するとともに、申請書類の内容（事業者要件等）を審査

する。

（３）受入施設一覧表への登録（地方機関）

 各地方機関の長は、計画審査や現地審査の結果、適正で安全な受入施設と判断した場

合は、登録の継続を決定する。

 受入施設一覧表への継続登録決定を行った場合は、速やかに島根県土木部技術管理

課へ報告する。

（４）受入施設一覧表へ登録した施設の公表

 受入施設一覧表に登録決定した施設については、島根県土木部技術管理課のホーム

ページ上での公表を継続する。

６ 受入が完了した民間受入施設の届出 

（１）民間受入施設の受入が完了した場合（事業者）

 民間受入施設の受入が完了した時点で、民間受入施設の完了届け（様式６）を民間受

入施設の所在する各地方機関の長へ提出すること。

（２）完了届の受理（地方機関）

 完了届けを受け付けた場合は、速やかに島根県土木部技術管理課へ報告する。

（３）民間受入施設として登録した施設の公表の抹消

 受入れが完了した登録施設については、島根県土木部技術管理課のホームページ上

での公表を抹消する。

７ 登録施設の途中登録取消し 

（１）即時取消

 既登録施設事業者で、申請書類の記載事項に登録判断に影響を及ぼす虚偽の記載が

あることが判明した場合、パトロール等により産業廃棄物の混入が確認された場合及

び、周辺地域に重大な影響を及ぼす恐れのある安全上等の必要な措置がなされていな

い事が判明した場合には、即時受入地一覧表からの登録を取り消すこととする。
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（２）その他の取消

 また、パトロール等により、当初の申請書の記載事項の変更届けを提出せずに変更し

ていたことが判明した場合及び、軽微な安全上等の必要な措置がなされていないこと

が判明した場合、各地方機関は事業者へ一定期間を設けて是正に必要な勧告若しくは

助言を行うものとし、期間内に是正・改善が図られない場合には、受入施設一覧表から

の登録を取り消すこととする。

（３）再登録

 登録を取り消した施設及びその事業者並びに管理者については、取り消しの日から

３年間は新たな登録を受け付けない。なお、事業者又は管理者が個人以外の場合にあっ

ては、構成員又は出資者を含む。

８ 経過措置 

 本要領制定日において登録済みの施設の登録期間は、３（２）又は５（１）に関わらず、

改定日における残期間において有効とする。

９ その他 

（１）登録にかかる提出書類等の経費については、すべて事業者負担とする。

（２）受入料（土地造成以外の場合に限る）は、発注者において見積等により設定する。

１０ 施行 

 この要領は、平成１９年１２月 １日から施行する。

 第１回改定 令和 元年 ６月 １日
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（別紙） 

建設発生土民間受入施設登録に関する判断基準チェックリスト

１．事業計画審査

 認定申請に係る書類が整備され必要事項を満足していること。（□にﾚでチェックする。） 

（１）事業計画

１）事業計画 

①開発協議 

●申請日 

□ 申請日欄には、開発協議書の申請日が記載されているか。 

□ 開発協議書の写しが添付されているか。 

●県からの通知書 

□ 県からの開発協議通知書の文書番号及び通知日が記載されているか。 

□ 開発協議通知書の写しが添付されているか。 

□ 開発協議通知書の指導事項への対応がなされていることを証明する書類の写しが添

付されているか。 

②事業区域 

●適正な位置の表示、面積 

□ 位置欄には、申請地が代表的地番及び筆数が記載されているか。 

□ 現地が判別できる現況写真が添付され、申請範囲が明示されているか。 

□ 面積欄には、事業区域全体の面積が㎡単位で記載されているか。 

③事業費及び資金計画 

●事業費及び資金計画 

□ 事業費、資金計画、資産の状況が記載され、様式４による詳細な内訳が添付されてい

るか。 

□ 様式４の事業費、資金計画、資産の状況から資金面において事業実施が可能である

か。（資産＞負債＋資本であるか） 

④受入施設の構造計画・施設管理 

●受入施設計画容量 

□ 受入施設の計画容量をｍ3単位で記載されているか。 

□ 数量計算書と整合がとれているか。 

●土工基準 

□ 盛土勾配、盛土高、小段幅等が具体的に記載されているか。 

□ 土工基準が「道路土工－施工指針」（（昭和６１年１１月）(社)日本道路協会）に合

致しているか。 

□ 道路土工に依らない場合、妥当な土工基準を採用しているか。 

  土工基準名（                 ） 

●盛土方法及び数量計算 

□ 使用機械や盛土方法が具体的に記載されているか。 

□ 施工に係る数量計算書が添付されているか。 

□ 盛土計画は妥当なものと判断されるか。 
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●防災措置・安全対策計画 

イ 土砂流出対策（沈砂池の有無、沈砂池の形状等） 

□ 事業実施中、事業完了後の土砂流出対策及び管理者が具体的に記載されているか。 

□ 沈砂地が適切な基準により計画されているか。 

□ 沈砂地の規模が記載されているか。 

□ 土砂流出対策計画は妥当なものと判断されるか。 

ロ 排水対策（施設計画、排水系統、流域計算等） 

□ 事業実施中、事業完了後の排水対策及び管理者について具体に記載されているか。 

□ 排水系統が適切に記載されているか。 

□ 雨水に関する流域の流量計算書、水路断面の決定根拠が添付されているか。 

□ 排水対策計画は妥当なものと判断されるか。 

ハ 法面の保護対策（盛土安定計算、構造物の構造計算の有無） 

□  具体的な法面の保護対策が記載されているか。 

□  土工基準が「道路土工－施工指針」（（昭和６１年１１月）(社)日本道路協会）によ

らない場合、又は他の基準に依っている場合、盛土の安定計算がなされているか。 

□ 安定計算書の添付があるか。 

□ 法止めのための土留め擁壁が計画されている場合、構造計算書が添付されているか。 

□  法面の保護対策計画は妥当なものと判断されるか。 

ニ 不法投棄対策 

□ 受入施設に産業廃棄物等が不法に投棄されないための具体的な対策が記載されてい

るか。 

□ 不法投棄対策計画は妥当なものと判断されるか。 

⑤建設発生土の搬入計画、再利用土の搬出計画 

●搬入搬出計画にあたっての土質区分基準は、「発生土の利用基準」（平成 18 年 8 月 10 日

付け国土交通省国官技第 112 号、国官総第 309 号、国営計第 59 号)で示す土質区分（第○

種建設発生土）を用いること。 

□ 土質区分基準を「発生土の利用基準」に依っているか。 

●受入計画 

（期間、時間、受入基準、受入方法、通行台数、価格・要素、土量管理方法） 

□ 具体的な年間の受入期間が記載されているか。 

□ 具体的な受入時間帯が記載されているか。 

□ 具体的な受入基準が記載されているか。 

□ 具体的な受入方法が記載されているか。 

□ 受入伝票が添付されているか。 

□ 受入伝票の記載内容は、必要事項が網羅されているか。 

□ 搬入車両計画が記載されているか。 

□ 受入価格について、土質区分基準で表現し、内訳を記載しているか。 

□ 受入価格の価格決定根拠が添付されているか。 

□ 具体的な受入土量の管理方法が記載されているか。 

□ 日報、月報の様式が添付されているか。 

□ 日報、月報の記載内容は、必要事項が網羅されているか。 
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□ 受入計画は妥当なものと判断されるか。 

●搬出計画（ストックヤード計画の場合のみ） 

（期間、時間、搬出基準、搬出方法、通行台数、価格・要素、土量管理方法） 

□ 具体的な年間の搬出期間が記載されているか。 

□ 具体的な搬出時間帯が記載されているか。 

□ 具体的な搬出基準が記載されているか。 

□ 具体的な搬出方法が記載されているか。 

□ 搬出伝票が添付されているか。 

□ 搬出伝票の記載内容は、必要事項が網羅されているか。 

□ 搬出車両計画が記載されているか。 

□ 搬出価格について、土質区分基準で表現し、内訳を記載しているか。 

□ 搬出価格の価格決定根拠が添付されているか。 

□ 具体的な搬出土量の管理方法が記載されているか。 

□ 日報、月報の様式が添付されているか。 

□ 日報、月報の記載内容は、必要事項が網羅されているか。 

□ 搬出計画は妥当なものと判断されるか。 

●周辺道路の整備状況 

□ 受入施設と主要な県道、国道に至るまでの道路状況（道路名、幅員、舗装の有無、管

理者等）が具体に記載されているか。 

□ 周辺道路の整備状況は土砂の搬出入に支障はないと判断されるか。 

●道路の汚れ対策 

□ 受入施設から車両が搬出する際の道路の汚れ対策が具体的に記載されているか。 

□ 道路の汚れ対策は妥当なものと判断されるか。 

●ストックヤードの土砂の分別・搬出計画（ストックヤード計画の場合のみ） 

□ 再利用土砂として搬出するための土砂の分別方法が具体的に記載されているか。 

□ 大気汚染防止法（昭和 43年 6月 10 日法律第 97号）第１８条第１項の規定による届  

出がなされているか。届出書の写しが添付されていこと。（ストックヤード計  画

の場合） 

□ 大気汚染防止法にかかる粉塵対策（散水、転圧等）が記載されているか。 

□ ストックヤードの土砂の分別・搬出計画は妥当なものと判断されるか。 

⑥地域住民等の同意状況 

●地域住民への事業計画説明状況 

□ 地域住民へ事業計画の説明状況が具体的に記載されているか。 

●同意書の有無 

□ 事業への同意が関係者から得られているか。 

□ 同意書の写しが添付されているか。 

２）図面 

●必要図面の確認 

□ 位置図 

□ 現況平面図 

□ 計画平面図 
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□ 縦断図 

□ 横断図 

□ 構造図 

□ その他必要とする図面（                       ） 

●図面への必要事項の記入 

□ 位置図、現況図、計画平面図に事業範囲が表示されているか。 

□ 現況図、計画平面図に地域区分、規制、制限の範囲が表示されているか。 

□  土地公図に法定外公共財産の存在状況、処理対象の範囲が表示されているか。 

□ 現況図、計画平面図に土地改良事業の受益地が表示されているか。 

□ 計画平面図に跡地利用計画が表示されているか。 

□ 計画平面図に防災施設等（土砂流出対策、排水対策、法面保護対策、不法投棄対策）

及びその規模が表示されているか。 

□ 位置図、現況図に受入施設への土砂の搬出入に係る車両の通行経路が表示されてい

るか。 

□ 計画平面図に土砂の分別ヤード部分が表示されているか。（ストックヤード計画の

場合のみ） 

３）その他 

□ 必要事項が記載された確約書（様式５）が提出されているか。 

（２）事業者要件

１）事業者､工事施行者、管理者（以下「事業者等」という）（共通） 

□ 様式２が適切に記述されているか。 

□ 事業者が、直接工事施行及び管理を行わない場合、経営構成図が提出されているか。 

□ 事業者が、直接工事施行及び管理を行わない場合、請負又は委託により契約してい

る場合は、その契約書の写しが添付されているか。 

□ 工事施行者は、建設業法第５条若しくは第１５条の許可業者であるか。 

□ 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有しているか。 

 経理的基礎とは、利益が計上できていること又は自己資本比率が１割を超えているも

のが望ましい。（少なくとも債務超過の状態でないこと） 

□ 事業者等を構成する個人、法人は本要領２（４）４）法令等の許可による事業者等要

件の適格判断に個人、法人の全部若しくは一部が該当するものか。 

□ 上記の場合、それを確認できる許可書の写しが添付されているか。 

□ 誓約書及び提出書類に必要事項等が記載されていることから虚偽がないと判断され

るか。 

□ 事業者､工事施行者、管理者は共通事項の審査において適格者であると判断できる

か。 

２）事業者等(協会、協同組合、共同企業体の場合) 

●事業者等を構成する個人、法人のうち、本要領２（４）４）法令等の許可による事業者等要

件の適格判断に該当しない個人、法人の、「建設発生土民間受入施設登録申請に係る申請者
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要件審査書類一覧表」の必要書類が整備されているか。 

（法人の場合） 

□ 誓約書（様式３）は添付されているか。 

□ 直前３カ年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額

及び納付済み額を証する書類は添付されているか。 

□ 定款または寄付行為及び登記事項証明書は添付されているか。 

□ 営業に関し、成年と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理

人の住民票の写し、並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書（後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条第 1 項に規定す

る登記事項証明書を言う）は添付されているか。 

□ 法人で役員（相談役、顧問を含む）の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人

に該当しない旨の登記事項証明書は添付されているか。 

□ 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主、又は出資の額の百分の五以

上の額に相当する出資をしているものがあるときは、これらの者の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（これらの者が法

人である場合には、登記事項証明書）は添付されているか。 

□ 事業者に本要領（様式３）４号に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の

写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 添付され

ているか。 

□ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨を証する書類は添付されているか。 

□ 事業者､工事施行者、管理者は適格者であると判断できるか。 

（個人） 

□ 誓約書（様式３）は添付されているか。 

□ 直前３カ年の所得税の納付すべき額及び納付税額を証する書類は添付されている

か。 

□ 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

（後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条第 1 項に規定する登

記事項証明書を言う）は添付されているか。 

□ 営業に関し、成年と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理

人の住民票の写し、並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書は添付されているか。 

□ 事業者に本要領（様式３）４号に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の

写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書は添付され

ているか。 

□  県税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨を証する書類は添付されているか。 

□ 事業者､工事施行者、管理者は適格者であると判断できるか。 

３）事業者等（法人の場合） 

●事業者等が法人の場合、本要領２（４）４）法令等の許可による事業者等要件の適格判断に

該当しない法人の、「建設発生土民間受入施設登録申請に係る申請者要件審査書類一覧表」
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の必要書類が整備されているか。 

□ 誓約書（様式３）は添付されているか。 

□ 直前３カ年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額

及び納付済み額を証する書類は添付されているか。 

□ 定款または寄付行為及び登記事項証明書は添付されているか。 

□ 営業に関し、成年と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理

人の住民票の写し、並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書（後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条第 1 項に規定す

る登記事項証明書を言う）は添付されているか。 

□ 法人で役員（相談役、顧問を含む）の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人

に該当しない旨の登記事項証明書は添付されているか。 

□ 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主、又は出資の額の百分の五以

上の額に相当する出資をしているものがあるときは、これらの者の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（これらの者が法

人である場合はには、登記事項証明書）は添付されているか。 

□ 事業者に本要領（様式３）４号に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の

写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書は添付され

ているか。 

□  県税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨を証する書類は添付されているか。 

□ 事業者､工事施行者、管理者は適格者であると判断できるか。 

４）事業者等（個人の場合） 

●事業者等が個人の場合、本要領２（４）４）法令等の許可による事業者等要件の適格判断に

該当しない個人の、「建設発生土民間受入施設登録申請に係る申請者要件審査書類一覧表」

の必要書類が整備されているか。 

□ 誓約書（様式３）は添付されているか。 

□ 直前３カ年の所得税の納付すべき額及び納付税額を証する書類は添付されている

か。 

□  住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

（後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条第 1 項に規定する登

記事項証明書を言う）は添付されているか。 

□ 営業に関し、成年と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理

人の住民票の写し、並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書は添付されているか。 

□ 事業者に本要領（様式３）４号に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の

写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書は添付され

ているか。 

□ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨を証する書類は添付されているか。 

□ 事業者､工事施行者、管理者は適格者であると判断できるか。 
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２．現地審査

 現地審査において「可」と判断する場合は、次の該当項目の全てを満足していると認め

られる場合とする。 

□ 受入施設が、事業計画と適合しているとともに、現地審査票（様式１０）において問

題がないか。 

□ 現地審査において、協力的であること。 

□ 受入施設は妥当な施設であると判断されるか。 

３．その他

（１）計画審査及び現地審査を行い、技術管理課と協議した上で、登録についての判断を行う。
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＜参考＞ 

手続フロー 

事業者 地方機関 技術管理課

登
録
・
変
更
・
継
続
時

完
了
時

取
消

（注）登録申請にあたっては、建設発生土民間受入施設の登録・変更・継続申請書（様式－１）及び「建

設発生土民間受入施設登録申請書類一覧表」、「建設発生土民間受入施設登録に係る申請書要件

審査書類一覧表」の書類を添付する。 

登録中の受入施設残容量等の報告及び定期パトロールの流れ 

事業者 地方機関 技術管理課

２､４､６､８､１０､１２月

（７日まで）

※１ 

２、８月

（中～下旬）

※１ 受入のみの施設は２月及び８月、ストックヤードは偶数月に、７日までに報告。 

報告 
（様式１１、１２）

ホームページに反映

定期パトロール 

報告 
（様式１０～１２）

登録申請 

ホームページで公表 

現地審査 
書類審査 

審査 

登録可否の通知 

ホームページから抹消完了届 

受理 

受理 報告 

報告 

協議 

回答 通知 

ホームページから抹消
通知 報告

取消の通知 

実施 

報告 

報告 



13 3
29 59

13 3 29 60

1 4 3
4 400kN/m2

75mm

46 10 16 43

13 6 1 276

50 137 41 18 6 12



（提出部数は２部）

番号 書類名称 様式No. 記載内容 新規 変更 継続

1 民間受入施設の登録申請書 1 ○ ○ ○
2 事業費と資金計画にかかる書類 4 ○ △ －
3 当該受入施設に係る開発協議書の写し ○ △ －
4 県からの開発協議通知書の写し ○ △ －

5
開発協議通知書の指導事項への対応がなされ
ていることを証明する書類の写し

○ △ －

6 当該受入施設が判別できる現況写真 範囲を明示 ○ △ －

7 土地一覧表 開発協議書に添付のもの ○ △ －

8 数量計算書 受入土量、施設の数量を一覧と計算表 ○ △ －

9 盛土安定計算書

施設の土工基準（盛土高、法面勾配、小段幅等
が「道路土工－施工指針」（昭和61年11月（社）日
本道路協会と異なる場合に盛土の安定を確認す
るための安定計算書

○ △ －

10 水路断面計算書 雨水に関する流量計算及び水路断面決定根拠 ○ △ －
11 受入・搬出伝票の様式 伝票の様式 ○ △ －
12 受入・搬出土量日報・月報の様式 日報・月報の様式 ○ △ －
13 受入価格根拠 受入価格及びその設定根拠（収支計算書等） ○ △ －
14 搬出（販売）価格根拠 搬出（販売）価格の設定根拠 ○ △ －
15 大気汚染防止法にかかる届出書の写し ストックヤード計画の場合のみ ○ △ －
関係図面（開発協議添付の図面）
位置図（1/50,000程度) 範囲、排水経路、道路通行経路を明示 ○ △ －

各種現況図（1/1,000～1/3000程度）
地域区分の範囲、規制又は制限の範囲、排水経
路、道路通行経路

○ △ －

各種計画平面図（現況図に計画を入れたもの）
施設（受入施設、土砂流出対策施設、排水対策
施設、不法投棄対策等）、法面保護対策、リサイ
クル分別ヤード

○ △ －

縦断面図・横断面図（現況及び計画を入れる） 受入施設の縦断計画、横断計画 ○ △ －
付属施設の構造図、構造計算書等 水路、沈砂池、土留擁壁等の構造図、構造計算 ○ △ －
受入施設及び周辺の地番等が確認できる土地
公図（不動産登記法第14条第1項で定める地
図、または切図）

法定外財産の存在状況、事業範囲を明示 ○ △ －

跡地利用計画平面図 跡地利用計画 ○ △ －
17 受入施設がある地区住民の代表者等の同意書 ○ △ －
18 確約書 5 事業者が提出 ○ △ －
19 認定書の写し 最新の認定書の写し － ○ ○

○：必須
△：該当項目のみ
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建設発生土民間受入施設登録申請書類一覧表



様式１

様

事業者 住所
名称
代表者 印

建設発生土民間受入施設の登録（変更・継続）を受けたいので、建設発生土の民間受入施設登録申請及び審査要領２の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

##

※ 本様式は、Ａ３で提出すること。

排水対策

受入・出荷中

防
災
措
置
・
安
全
対
策

有

受入施設計画容
量

不法投棄対策

左の排水系統

法面保護対策
盛土安定計
算の有無

有

無

土砂流出対策

事業完了後

　　　　B（幅）　×　　Ｌ（長さ　）　×　　Ｈ（高さ）
　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×
　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×

事業完了後 無
　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×
　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×
　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×

沈砂地の有
無及び形状

開発協議 (1)申請日 (2)県からの通知書

(1) 位置 (2) 面積

受入施設の
構造計画・
施設管理

搬出基準

土量管理方法

受入・出荷中

事業名

事業区域

建設発生土民間受入施設の（登録、変更、継続）申請書
令和　　　年　　　月　　　日

地方機関の長

1 2
担当者名

電話番号

文書番号

通知日

3
工事施行者名

管理者名

## 受入計画

土量管理方法

期間
時間

価格・要素

通行台数

通行台数
価格・要素

期間
時間

受入方法

搬出方法

受入基準

9
地域住民等
の同意

## 同意書

##
地域住民への事業計画説
明状況

同意相手先

(3)周辺道路
の整備状況

左の水源

8

建設発生土
の搬入計
画、再生利
用土の搬出
計画

##
道路のよごれ対
策

##
ストックヤードの
土砂の分別・搬
出計画

##
搬出計画（ストッ
クヤード計画の
場合のみ）

6
事業費及び
資金計画

(1) 事業費

##
盛土方法及び数
量計算

(2) 資金計画

土工基準## ##

5

4

7



様式２  

１．事業者要件に関する項目

事業者が協同組合、協会、および共同企業体から成る場合は、構成するすべての個人、法人につい

て、個人ごと、法人ごとに記載すること。 

    表中の法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号）を指す。 

    表中の要領とは「建設発生土の民間受入施設登録申請及び審査要領」を指す。 

建設業法第5条又は、

第15条に基づく許可

、若しくは法第14条

第6項に基づく許可を

有している場合はそ

の許可番号を記入 

              許 可 番 号 及 び 許 可 期 間 

 （建設業法第5条又は、第15条に基づく許可） 

 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に基づく許可） 

 事業者（個人である場合） 

（ふりがな）

氏    名 生 年 月 日

   本                      籍 

   住                      所 

（法人である場合） 

（ふ   り   が   な）

  名          称    住                      所 

（協同組合、協会、共同企業体である場合、本欄を記入したうえで構成する個人、法人を上欄に記入する）

（ふ   り   が   な）

  名          称    住                      所 

 ●上記の許可がある場合、以下は記入不要

 法定代理人（事業者が要領（様式３）１１号規定する未成年者である場合） 

（ふりがな）

氏    名 生 年 月 日

   本                      籍 

   住                      所 

 要領（様式３）１２号に規定する役員（事業者が法人である場合） 

（ふりがな）

氏    名

生 年 月 日    本                      籍 

役職名・呼称    住                      所 



 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当  

する出資をしている者（事業者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があると  

き） 

発行済株式の

総数                 株 

 出資の額 

（ふりがな）

氏名又は名称 生年月日

保有する株式の数又は出資の金額    本                 籍 

割      合    住                 所 

 要領（様式３）１２号、１３号に規定する使用人（事業者に当該使用人がある場合） 

（ふりがな）

氏    名

    本                      籍 

生 年 月 日    住                      所 

 備考 

 １ 「法定代理人」の欄から「要領（様式３）１２号、１３号に規定する使用人」までの各欄につい

  ては、該当する全ての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成し

  た書面に記載して、その書面を添付すること。 



様式２－２ 

２．工事施行者要件に関する項目（事業者と工事施行者が異なる場合に記入）

工事施行者は、建設業法第 5 条又は、第 15 条に基づく許可を受けていること。 

建設業法第5条又は、

第15条に基づく許可

番号を記入 

              許 可 番 号 及 び 許 可 期 間 

 （建設業法第5条又は、第15条に基づく許可） 

 工事施行者（個人である場合） 

（ふりがな）

氏    名 生 年 月 日

   本                      籍 

   住                      所 

（法人である場合） 

（ふ   り   が   な）

  名          称    住                      所 

（協同組合、協会、共同企業体である場合、本欄を記入したうえで構成する個人、法人を上欄に記入する）

（ふ   り   が   な）

  名          称    住                      所 



様式２－３ 

３．管理者要件に関する項目（事業者と管理者が異なる場合に記入）

管理者が協同組合、協会、および共同企業体から成る場合は、構成するすべての個人、法人につい

て、個人ごと、法人ごとに記載すること。 

    表中の法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号）を指す。 

    表中の要領とは「建設発生土の民間受入施設登録申請及び審査要領」を指す。 

建設業法第5条又は、

第15条に基づく許可

、若しくは法第14条

第6項に基づく許可を

有している場合はそ

の許可番号を記入 

             許 可 番 号 及 び 許 可 期 間 

 （建設業法第5条又は、第15条に基づく許可） 

 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に基づく許可） 

 管理者（個人である場合） 

（ふりがな）

氏    名 生 年 月 日

   本                      籍 

   住                      所 

（法人である場合） 

（ふ   り   が   な）

  名          称    住                      所 

（協同組合、協会、共同企業体である場合、本欄を記入したうえで構成する個人、法人を上欄に記入する）

（ふ   り   が   な）

  名          称    住                      所 

 ●上記の許可がある場合、以下は記入不要

 法定代理人（管理者が要領（様式３）１１号規定する未成年者である場合） 

（ふりがな）

氏    名 生 年 月 日

   本                      籍 

   住                      所 

 要領（様式３）１２号に規定する役員（管理者が法人である場合） 

（ふりがな）

氏    名

生 年 月 日    本                      籍 

役職名・呼称    住                      所 



 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当  

する出資をしている者（管理者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があると  

き） 

発行済株式の

総数                 株 

 出資の額 

（ふりがな）

氏名又は名称 生年月日

保有する株式の数又は出資の金額    本                 籍 

割      合    住                 所 

 要領（様式３）１２号、１３号に規定する使用人（管理者に当該使用人がある場合） 

（ふりがな）

氏    名

    本                      籍 

生 年 月 日    住                      所 

 備考 

 １ 「法定代理人」の欄から「要領（様式３）１２号、１３号に規定する使用人」までの各欄につい

  ては、該当する全ての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成し

  た書面に記載して、その書面を添付すること。 



様式３

事 業 者

管 理 者

は下記１号～１４号の欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 

１号 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

２号 建設業法第二十九条第一項第五号若しくは六号に該当することにより一般建設業の許可若しくは

特定建設業の許可を取り消され、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の４若しくは第

１４条の３の２(第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む以下この号において同じ｡)
により許可を取り消され、その取り消しの日から五年を経過しない者  

３号 ２号の許可の取り消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定によ

る通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に処

分の事業の全部の廃止届出をした者で当該届出の日から五年を経過しない者  

４号 ２号の許可の取り消しがあった場合あるいは３号に規定する期間内に３号の届出があった場合に

おいて、３号の通知の日前六十日以内に当該法人の役員若しくは使用人(註１)であった者又は当

該個人の使用人(註１)であった者で、２号の許可の取り消しがあった場合には取り消しの日から

、３号の届出があった場合には当該届出の日から五年を経過しない者 

５号 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経

過しない者 

６号 建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 

７号 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から五年を経過しない者 

８号 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で建設

業法施行令で定めるもの(註２)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律若しくは暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十一条第七項の規

定を除く）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条 、第二

百六条､第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴

力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処

せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過

しない者 

９号 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるも

の 

１０号 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」と

いう。） 

１１号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに

該当するもの 

１２号 法人でその役員又は使用人(註１)のうちに、１号から４号まで又は６号から１０号までのいず

れかに該当する者のあるもの 

１３号 個人で使用人(註１)のうちに、１号から４号まで又は６号から１０号までのいずれかに該当す

る者のあるもの 

１４号 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

（註１）使用人とは、申請者の使用人で次のいずれかに掲げるものの代表者であるもの 

      本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）及び継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で業

に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

（註２）建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものとは、建築基準法、宅地造成等規制法

、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるものとする。

事業者 管理者 は上記１号～１４号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

令和  年  月  日 

住  所 

氏  名                       印 
(法人にあっては名称 

及び代表者の氏名） 

地方機関の長 様 



様式４ 

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

内     訳 金     額   （千円） 

事業の開始に要する 
資 金 の 総 額

 土地  

事務所  

施設費  

車両・重機  

運営費  

調 

達 

方 

法 

自己資金  

借 入 金  

(借入先名)  

そ の 他  

増資  

備考 内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること 



資 産 に 関 す る 調 書
年  月  日現在 

資金の種別 内   容 数   量 価格、金額（千円） 

現金預金    

有価証券    

未収入金    

売 掛 金    

受取手形    

土  地    

建  物    

備  品    

車  両    

そ の 他    

資  産  計  

負債の種別 内   容 数   量 価格、金額（千円） 

長期借入金    

短期借入金    

未 払 金    

預 り 金    

前 受 金    

買 掛 金    

支 払 手 形

そ の 他    

         負  債  計  



様式５

令和  年  月  日

 地方機関の長 様

事業者名称

代表者            印

確 約 書

 建設発生土の民間受入施設登録申請にあたり、下記のとおり対応することを確約します。

記

１ 建設発生土受入施設において、土砂の崩落、流出等の事故が発生した場合、事業者の

責任で速やかに対策を行うとともに、関係機関等に連絡します。

２ 建設発生土受入施設周辺に汚濁水、流出土砂等による影響があった場合、事業者の責

任で速やかに対策を行うとともに、関係機関等に連絡します。

３ 建設発生土受入施設外の道路について、次のとおり対応します。

（１）土砂搬入・搬出により受入施設外の道路が汚れた場合、清掃等は事業者の責任にお

いて行います。

（２）国・県道等から受入施設に至る道路について、土砂搬入・搬出による周辺への被害、

周辺からの苦情等への対応は事業者の責任において行います。

４ 現地審査及び現地パトロールの実施については、全面的に協力します。

５ 報告は期限内に行います。

６ 事業者の責任において、産業廃棄物を混入させません。

７ 指導、勧告又は助言に対しては誠実に対応します。

８ 要領に基づき登録を取り消されることに対し、異議はありません。

９ 建設発生土の搬出は、島根県建設副産物処理要領に基づき行われるものであり、建設

発生土受入施設への搬出を約束されないことを承知します。また、当方から島根県に対

し、建設発生土受入施設への搬出を求めることはありません。



様式６

令和  年  月  日

 地方機関の長 様

事業者名称

代表者            印

建設発生土民間受入施設の完了届

 標記について、下記の建設発生土受入施設への受入が完了しましたので、届け出ます。

記

１ 建設発生土受入施設の場所  ○○市 ○○町 ○○番地

２ 建設発生土受入施設の面積 ○○,○○○ｍ2

３ 建設発生土受入施設の容量 ○○,○○○ｍ3

４ 完了年月日 ○○年○○月○○日

５ 会社の所在地 ○○市 ○○町 ○○番地

６ 担当者の氏名 ○○○○

７ 連絡先 ＴＥＬ ○○○○－○○－○○○○

ＦＡＸ ○○○○－○○－○○○○



様式７

番 号

令和  年  月  日

 事業者名称

  代 表 者       様

地方機関の長  印 

登録通知書

 令和 年 月 日付けで提出された建設発生土の民間受入施設登録申請について審査し

た結果、建設発生土民間受入施設（ストックヤード・残土受入のみ）を指定処分地の候補

として、島根県建設発生土常設受入施設一覧表に登録します。

記

１． 受入施設の残容量について、毎年２月及び８月の７日までに報告すること。

   （ストックヤードの場合は、受入施設の残容量の報告に加え、土質区分（第○種建

設発生土）ごとの搬出可能土砂量を偶数月の７日までに報告すること。）



様式７－２

番 号

令和  年  月  日

 事業者名称

  代 表 者       様

地方機関の長  印 

不登録通知書

 令和 年 月 日付けで提出された建設発生土の民間受入施設登録申請について審査し

た結果、下記理由により島根県建設発生土常設受入施設一覧表には登録しません。

記

１ 不登録の理由  ○○○○○○○○○○



様式８

番 号

令和  年  月  日

 事業者名称

  代 表 者       様

地方機関の長  印 

建設発生土民間受入施設の是正勧告

 標記について、下記のとおり建設発生土民間受入施設の是正を勧告します。

（担当：                             ）

記

１ 建設発生土受入施設の場所  ○○市 ○○町 ○○番地

２ 建設発生土受入施設の面積 ○○,○○○ｍ2

３ 建設発生土受入施設の容量 ○○,○○○ｍ3

４ 会社の所在地 ○○市 ○○町 ○○番地

５ 担当者の氏名 ○○○○

６ 連絡先 ＴＥＬ ○○○○－○○－○○○○

ＦＡＸ ○○○○－○○－○○○○

７ 是正勧告の内容

８ 改善報告の期限 令和○○年○○月○○日まで



様式９

令和  年  月  日 

 地方機関の長 様

事業者名称       

代表者       印 

       建設発生土の民間受入施設登録申請における

       事業者等の適格化証明について

 標記について、下記の業の許可を更新したので届け出ます。

記

１ 建設発生土受入施設登録通知 令和○○年○○月○○日付け○○第○○号

２ 建設発生土受入施設名 ○○○○残土処理場

３ 更新した業の許可 建設業法第５条、第１５条に基づく建設業の許可

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第６項

に基づく産業廃棄物処理業の許可

４ 更新した業の許可番号 （旧）

（新）

５ 更新後の有効期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日

６ 更新した会社の所在地 ○○市 ○○町 ○○番地

      会 社 名 ○○株式会社

代表者氏名 ○○○○

（更新した業の許可書の写しを添付すること。）



様式１０

建設発生土民間受入施設の現地審査（パトロール調査）票

建設発生土受入施設の事業者名称

代 表 者 名

建設発生土受入施設の場所       市(郡)      町(村) 

開発行為等の許可に係る項目

許可の種類

許可番号

許可年月日

受入施設の状況 問題あり 問題なし

受入施設の表示看板の設置があるか

事業範囲が杭等の目印により判別できるか

出入り口が柵や施錠による管理がされているか

受入（搬出）は随時可能か

受入後の整地は事業者で行っているか

ストックヤードの場合、搬出予定土砂が分別されているか

ストックヤードの場合、積込を事業者で行っているか

土砂の崩壊・流出による二次災害が、隣接地・周辺地域に生じないよ

う安全上必要な措置が施されているか

受入施設の雨水等を適正に排出し、周辺に溢水、汚水等による被害が

生じないような規模及び構造の排水路・沈砂池・沈殿池・調整池その

他の排水施設が設置されているか

受入施設外の道路を汚さないよう必要な措置が施されているか

受入施設内の道路は、大型ダンプトラック（１０ｔ車）が通行するの

に十分な幅員が確保されているか

受入施設内の道路は、受入地内の交通を支障なく処理し、受入施設外

の道路の機能を阻害することなく、かつ、受入施設外と接続してこれ

らの道路の機能が有効に発揮されているか

国・県道等より受入施設に至る道路は、大型ダンプトラック（１０ｔ

車）が周辺の環境及び他の交通に支障なく通行できるよう幅員等が確

保されているか

産業廃棄物が混入されていないか

廃止手続きがなされていない採石場の採掘跡地ではないか

土工基準は、「道路土工－施工指針」に合致しているか

事業計画のとおりの盛土施工をしているか

登録にあたっての総合判断

建設発生土民間受入施設に登録することは（可・否）である。

パトロールにおける意見

（注）調査した受入施設に開発行為等の許認可に係る問題点が発見された場合は、業者を直接

指導しないで、許認可権者へ速やかに報告すること。

調査年月日 令和  年  月  日

調 査 者



様式１１

令和  年  月  日

 地方機関の長 様

事業者名称  

代表者            印

残容量等報告書

 民間受入地の登録申請及び審査要領４の規定に基づき、残容量等を報告します。

記

１ 施設の名称

２ 担当者の氏名

３ 連絡先 電 話

ＦＡＸ 

４ 残容量及び搬出可能量（令和  年  月末 時点）

項  目 数量等

総 容 量 ,

既 受 入 土 量 ,

受入可能容量 ,

搬出可能量

〔ストックヤードのみ〕

第１種発生土 ,

第２種発生土 ,

第３種発生土 ,

第４種発生土 ,

※土量は、受入伝票等の集計による数値でよい。

５ 受入・搬出実績 様式１２のとおり



様式１２

受入・搬出実績表

令和 年

受入日 土質 受入量 搬出量 搬入（出）者 工事名等

月 日 ※１ （ ） （ ） ※２

※１ 土質は、第1種～第4種で記入のこと。

※２ 民間工事については、発注者（又は施主）でもよい。



①

記載例 → (発生土の受入のみの施設の場合） ○○残土処理場整備事業
→ (ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞとして受入＋搬出施設の場合） △△ストックヤード整備事業

①

① 工事施行者及び管理者が事業者と異なる場合に記載する。

②

記載例 → 住所　　○○市△△町××番地
氏名　　島根太郎（島根商店）

③

記載例 → 主たる事務所の所在地　　○○市△△町××番地
名称　　○○会社△△支店　　代表取締役△△支店長　　島根太郎

4 ① 開発協議書に記載した申請日を記載し、開発協議書の写しを添付すること。

① 県からの開発協議通知書の文書番号、通知日を記載し、開発協議通知書の写しを添付すること。

②

① 事業区域内の代表的地番及び筆数を記載すること。
記載例 → ○○市・郡　△△町・村　大字（字）　×××番地ほか○筆

② 当該受入施設が判別できる現況写真に範囲を明示して添付すること。

① 事業区域の全体面積を㎡単位で記載し、地番ごとの面積は土地一覧表によること。

②

6 ① 事業費の総額を記載する。
記載例 → 事業費　　　○○○円

（内訳） 用地取得費 ○○円
造成費 ○○円
○○費 ○○円

① 資金計画、資産状況について記載する。

記載例 → 自己資金○○○円、借入金○○○円（△△銀行）

開発協議書に添付の土地一覧表を添付すること。

(1)

位
置

(2)

面
積

事
業
費
及
び
資
金
計
画

事
業
費

(2)

詳細は、別添で様式４　事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記
載した書類及び資産に関する調書に記載する。

資
金
計
画

担当者名等は、連絡する場合に必要なものなので、手続きを設計会社等に代行させる場合で
も、事業者としての担当者名等も併記すること。

2
担
当
者
名
・

電
話
番
号

1

事
業
名

法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称を記載すること。この場合に支店、営業所、出
張所等が事業者となりうるのは、その所長等に代表権限がある場合に限られるので留意する

(1)
申
請
日

(2)
県
か
ら
の

通
知
書

開
発
協
議 県からの開発協議通知書の指導事項への対応がなされていることを証明する書類の写しを添

付すること。

申請書事業計画概要記載例

項目
事業を特定するものなので、事業の種類を明らかにし、できるだけ地名等固有の名称を付した
ものとすること。

記 載 例 ・ 記 載 注 意 事 項

個人の場合は、住所及び氏名を記載すること。この場合に宅地建物取引業、採石法等に係る
商号があるときは、その商号も記載すること。

3

工
事
施
行
者
名
・
管
理
者
名

5

事
業
区
域

(1)

1 / 4 ページ



① 受入施設の計画容量をｍ3単位で記載すること。

① 受入施設の土工基準を記載すること。
記載例 →

① 受入施設の盛土方法を具体的に記載する。
記載例 → 1) 使用機械 バックホウ○○m3級　　台

ブルドーザ○○ｔ級　　　台
2) 土砂をブルドーザで敷均し、○○cmまき出しで転圧する。
3) 盛土法面をバックホウのバケットで整形する。
4) 小段の仕上がった法面から、種子吹き付けを行う。

② 施工に係る数量計算書を添付すること。

① 事業実施中及び事業完了後の具体的な土砂流出対策、施設の管理者等を記載すること。

記載例 →

② 沈砂池の有無について該当する方を○で囲み、「有」の場合は設置数量及び形状を記載すること。

①

記載例 →

→

②

記載例 （○○市管理）
→ 雨水 素堀水路により集水、沈砂池 既設水路 二級河川○○川

（青線　○○管理）

→ 雨水 沈砂池、排水路新設 既設水路を改良 ○○ため池
（青線　○○管理）

二級河川○○川 普通河川○○川
（○○市管理） （○○町管理）

③

① 切土又は盛土によって生ずる法面保護対策を具体的に記載すること。
記載例 → 小段完成ごとに、盛土法面の全面に種子吹付けを行う

② 盛土安定計算が必要な場合には安定計算を行い、有無欄へ○記入と安定計算書を添付すること。

③ 法止め土留擁壁等の施設を設置する場合は、構造計算書を添付すること。

① 受入施設へ産業廃棄物等が不法に投棄されないための対策を具体的に記載すること。
記載例 →

①

② 計画平面図に事業完了後の法面保護対策を表示すること。

7

受

入

施

設

の

構

造

計

画

・

施

設

計

画

盛土勾配○度（１：△△）、盛土高○○ｍ、高さ○ごとに幅△ｍの
小段を設ける。

(1)
記 載 例 ・ 記 載 注 意 事 項

法
面
保
護
対
策

土
砂
流
出
対
策

不
法
投
棄
対
策

受入地出入り口に柵を設置し、終業時には施錠を行い外部から
の侵入を防ぐ。

計画平面図に防災施設等（土砂流出対策施設、排水対策施設、不法投棄対策施設等）及び規
模を記入すること。

農業用水利用
管理者△△水利組合

農業用水としての利用
はない

(4)

(3)

盛
土
方
法
及
び
数
量
計
算
書

防
災
措
置
・
安
全
対
策

項目

受
入
施
設

計
画
容
量

(2)

土
工
基
準

事業実施中及び事業完了後の具体的な排水対策、施設の管理者等を記載すること。

事業地内の雨水を素堀水路を設けて集水し、沈砂池を通して○
○に排水し事業完了後の施設は○○が管理する。

排
水
対
策

事業地内の雨水を◇◇が管理する排水路（断面△△・延長△△）
を通して○○に排水する。

別添資料として、雨水に関する流域の流量計算書を添付し、水路断面の決定根拠を記載する
こと。

排水経路について、事業実施区域から主要な河川に至るまでの河川等の状況（河川の種類、
利水の状況等）を具体的に記載し、位置図、現況図にその経路を表示すること。

新設

事業実施中及び事業完了後とも、土砂流出対策として沈砂池を
設置し事業完了後は○○が管理する。
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(1) ① 建設発生土の受入期間を記載する。
記載例 → ○○年△△月から○○年△△月まで（但し、土日及び年末年始を除く）

① 建設発生土の受入時間帯を記載する。
記載例 → ９：００～１７：００

① 建設発生土の受入基準を記載する。
記載例 → 第１種発生土から第４種発生土とし、産業廃棄物は受け入れない。

受入土砂の土質試験結果を求める。

① 建設発生土の受入方法を記載する。
記載例 → ダンプ容量を確認し、受入伝票を発行する

②

①

記載例 → １０トン車　　　１日最大　　○○台　　　　１日平均　　○○台

① 建設発生土の受入価格及びその要素を記載する。
記載例 → 第１種発生土～第３種発生土　　　○○○○円

内訳：受入土砂敷均し、防災対策費、環境対策費、一般経費

② 詳細な価格決定根拠を添付すること。

① 建設発生土の受入土量の管理方法を記載する。
記載例 → 受入土量日報及び月報により管理する。

②

(2) ① 建設発生土の搬出期間を記載する。
記載例 → ○○年△△月から○○年△△月まで（但し、土日及び年末年始を除く）

① 建設発生土の搬出時間帯を記載する。
記載例 → 受入時間帯と同じ。

① 建設発生土の搬出（販売）基準を記載する。
記載例 → 第１種発生土から第３種発生土

→ 第３種発生土のみ

① 建設発生土の搬出（販売）方法を記載する。
記載例 → ダンプ容量を確認し、搬出（販売）伝票を発行する

②

①

記載例 → １０トン車　　　１日最大　　○○台　　　　１日平均　　○○台

① 建設発生土の販売価格要素を記載する。
記載例 → 第１種発生土～第３種発生土　　　○○○○円

受入土砂ダンプ積込み、防災対策費、環境対策費、一般経費

② 詳細な価格決定根拠を添付すること。

① 建設発生土の搬出（販売）土量の管理方法を記載する。
記載例 → 搬出（販売）土量日報及び月報により管理する。

②

価
格
・
要
素

受入伝票の様式（受入施設名、受入日時、受入量、受入土質、搬入元所在地、搬入元工事
名、搬入元工事会社名、車両規格、ダンプ車番、受入担当者名、運転手名等を記載）を添付す

記 載 例 ・ 記 載 注 意 事 項

建設発生土の受入にかかる車両の通行について、１日の通行述べ台数（最大及び平均）を記
載する。

搬出（販売）伝票の様式（搬出施設名、搬出日時、搬出量、搬出土質、搬出先所在地、搬出先
工事名、搬出先工事会社名、車両規格、ダンプ車番、搬出担当者名、運転手名等を記載）を添

受入土量日報及び月報の様式（搬入元所在地、搬入元工事名、搬入元工事会社名、受入日、
受入量、受入土質等それぞれの要素での累計について記載）を添付すること。

搬出（販売）土量日報及び月報の様式（搬出先所在地、搬出先工事名、搬出先工事会社名、
搬出日、搬出量、搬出土質等それぞれの要素での累計について記載）を添付すること。

建設発生土の搬出にかかる車両の通行について、１日の通行述べ台数（最大及び平均）を記
載する。

土
量
管
理
方
法

8

建

設

発

生

土

の

搬

入

計

画

・

再

利

用

土

の

搬

出

計

画

土
量
管
理
方
法

搬

出

計

画

（
ス
ト

ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
場
合
の
み

）

期
間

時
間

受

入

計

画

項目

時
間

期
間

通
行
台
数

受
入
基
準

受
入
方
法

通
行
台
数

価
格
要
素

搬
出
基
準

搬
出
方
法
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①

記載例
事業区域 ○○市道（舗装、幅員△ｍ） ○○県道（舗装、幅員△ｍ）

進入路××ｍ ・途中に小学校がある
・住宅密集地（約△△戸）を通る

事業区域 ○○農道（○○町管理、未舗装、幅員△ｍ） ○○町道
（舗装、幅員△ｍ）

○○国道
（舗装、幅員△ｍ）

① 受入施設から車両が搬出する際の道路のよごれ対策を記載する。

記載例 →

② 水を使用し洗浄する場合は、その水源について記載する。

①

記載例 → 1)受入の際に受入土砂の土質試験結果を求める。

4)搬出（販売）伝票とともに、土質試験結果の写しを渡す。

② 大気汚染防止法にかかる届出書の写しを添付すること。

③ 計画平面図に受入れた土砂を再利用土砂として、分別するヤード部分を表示すること。

① 地域住民への事業計画の説明状況を記載すること。

9 記載例 → ○○年○○月○○日 ○○地区で説明会を実施
○○年○○月○○日 ○○地区自治会長に説明

① 同意の相手先を記載する。

② 同意書の写しを添付すること。

2)土質試験結果の種類（第○種発生土）ごとに、ヤード内に分別し
集積、転圧する。

3)注文のあった、（第○種発生土）をバックホウにて、注文先のダ
ンプに積込む。

受入施設への土砂の搬入又は搬出に係る車両が通行する経路について、事業区域から主要
な県道、国道等に至るまでの道路の状況（道路の種類、幅員等）を具体的に記載し、位置図、
現況図にその経路を表示すること。

記 載 例 ・ 記 載 注 意 事 項

ストックヤードとして整備する場合において、再利用土砂として搬出（販売）するための土砂の
分別方法を具体的に記載する。

受入施設内に車両のタイヤ洗浄機を設置するとともに、終業
時に散水車で道路清掃を行う。

（約□㎞）

地
元
住
民
等
の
同
意

ス
ト

ッ
ク
ヤ
ー

ド
の
土
砂
の
分
別
・

搬
出
計
画

項目

(4)

（約□㎞）

（約□㎞）

道
路
の
よ
ご

れ
対
策

(5)

(2)
同
意
書

(1)
地
元
住
民
へ

の
事
業
計
画

説
明
状
況

(3)

周
辺
道
路
の
整
備
状
況
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